
子śŴŠ虐待Š防止対策及び周知・啓発ŝついŘ
子śŴŠ虐待へŠ対応 　人権啓発ŝついŘ
　虐待等Š相談・通告ĽŻ援助ŰřŠ流ž

　こśŴ部řŠ対応

　学校等řŠ対応

名称 郡山市子śŴ・子育Ř会議

委員 19名：弁護士４名、各地区ĽŻ15名

内容等 こśŴŠ安全ŝ関ŋŽ事項ŝついŘ幅広く意見交換Ƅ行う

根拠法令 郡山市セるフコミǊニテƈ推進協議会会則

内容等

総合教育支援センƤる 17機関：医療、弁護士、人権擁護、警察、民生・児童委員、
保健、児童福祉、教育　Ŝś

名称 郡山市セるフコミǊニテƈ推進協議会こśŴŠ安全対策委員会

委員 20名：医師会、子育Ř関係者、教育関係者　Ŝś

名称 要保護児童対策地˿協議会
根拠法令 児童福祉法第25条Š２

保護者ŝ監護さžŽこŚľ適当řŜいŚ認ųŻžŽ児童、あ
Žいš養育困難ŜśŠ家庭環境ŝ恵ŰžŜい児童ŚそŠ家族
Ƅ支援ŉ、Űたš児童虐待Š防止及び早期発見Ƅ推進ŋŽ内容等

ɮ 代表者会議　1回　ɯ 実務者会議　4回
ɰ 個別ケるス検討会議　43回

委員

委員 15名：児童福祉施設等関係者、市職員　Ŝś

根拠法令 子śŴ・子育Ř支援法第77条、郡山市子śŴ・子育Ř会議条例

内容等

・特定教育・保育施設Š利用定員Š設定
・特定地˿型保育事業Š利用定員Š設定
・子śŴ・子育Ř支援事業計画
・子śŴ・子育Ř支援ŝ関ŋŽ施策Š総合的Ľつ計画的Ŝ推
進ŝ関ŉ必要Ŝ事項及び当該施策Š実施状況Ƅ調査審議ŋŽ

男女共同参画課 法務局・人権擁護委員

委員

根拠法令

名称 郡山市地方社会福祉審議会児童福祉専門分科会
児童福祉法第８条、社会福祉法第７条、郡山市地方社会福祉審議会条例第１条

10名：医師会、大学教授、児童福祉施設関係者　Ŝś

こśŴ支援課

内容等

・児童、妊産婦及び知的障害児Š福祉ŝ関ŋŽ事項Š調査
（児童虐待Š死亡事故等Š検証、保育施設等ŝļけŽ重大事
故Š検証）
・児童福祉施設（助産施設、母子生活支援施設、保育所）Š
設置者ŝ対ŉ、事業Š停止Ƅ命ŌŽ場合等Š意見
・児童福祉施設ŝ対ŉ、最低基準Ƅ超えŘ、そŠ運営Ƅ向上
さōŽźうŝ勧告ŋŽ場合Š意見　Ŝś

名称 人権擁護委員
根拠法令 人権擁護委員法第１条

人権尊重思想Š啓発や地˿住民ĽŻŠ人権問題Š相談Ƅ受け
Ž
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弁護士・警察

必要ŝ応ŊŘ警察・児相ŚŴ対応

弁護士(４名)

対象者 回数・件数等

人権啓発
（人権教室）

児童生徒ŝ対ŉŘ、相手へŠ思いやżŠ心や生命Š
尊さƄ体得ŋŽたųŠ出前講座Ƅ実施ŋŽ 小中学生 58回

※郡山管内

子śŴŠ人権
ＳＯＳミニǑƤる

児童生徒ŝミニǑƤるƄ配付ŉ、子śŴŠ悩ű事Ƅ
的Ͽŝ把握ŉ、人権問題Š解決Ƅ図Ž 小中学生 60通

※郡山管内

人権相談（常設、
特設、電話）

家庭内řŠ問題や虐待や、ハラスメントŜś人権ŝ
関ŋŽ問題ŝ関ŋŽ相談Ƅ行う（特設š弁護士委員
Ŵ対応）　子śŴŠ人権110番　Ŝś

市民
常設125件
特設78件

事業名 概要
2017年度

対象者 回数

人権Š花運動
小学生ŝ、花Š育成Ƅ通ŉŘ思いやżŠ心、人権尊
重Š理解Ƅ体得ŉŘŴŻう(人権擁護委員ŚŴ連携)

児童
821名

12校

人権啓発ｷｬﾝﾍﾟｰﾝŝ
źŽ周知啓発

人権啓発ŠƦラシ等Ƅ各種Ɖƾントř配付ŉ、啓発
Ƅ行う（人権擁護委員ŚŴ連携）

市民
3,015名

８回

さƅĽく教室
（出前講座）

市民へŠ人権等ŝ関ŋŽ学習機会Š提供Šたųŝ出
前講座Ƅ実施ŋŽ

市民
1,500名

28講座

人権週間記念講演
会

人権Ƅ尊重ŋŽ意識Š醸成ŋŽたųŠ講演会Ƅ開催
ŋŽ

市民
170名

１回

女性ŠたųŠ相談
日

女性相談員、女性弁護士ŝźŽ相談会Ƅ開催ŋŽ
（毎月４回）

市民(女性)
142名

60回

事業名
2017年度

概要

子育Ř世代包括支援センƤる事業（ネウǁラ）
　　妊娠・出産ĽŻ子育Ř期ŝわたŽ切ž目ŠŜい支援Š強化Ƅ図Žたų、
　妊産婦及び乳幼児Š健康Š保持増進ŝ関ŋŽ包括的Ŝ支援Ƅ行う。

○妊娠期：妊婦健康診査（15回）、母親教室（12回）、沐浴教室（8回）
○出産・産後：乳児家庭全戸訪問（2,378件）、妊産婦・未熟児訪問（194件）
　新生児助産師訪問（551件）、産後ケƇ（154人）、
　産後ƽǐパる派遣（153件）、育児家庭訪問（84件）
○子育Ř期：育児教室（12回、674人）、ŋくŋく相談（704件）
　　　　　　幼児歯予防（64回、1,793人）

（入院・一時保護等）
・援助計画Ƅ立ŘŽ
・日常的Ŝ援助

・助言指導 （関係機関Š連携）
・継続指導
・他機関Š紹介
・子育Ř支援

児童本人・家族・学校・市民　等

ケるス検討会議
(情報交換、支援内容Š協議等）

支援
(助言･通知･送致)

送致
援助･助言要請

・対応方針決定

援助

・情報収集
・現状Ͽ認

・安全ŠϿ認
・緊急性Š判断

援助

・情報収集

要保護児童対策地˿協議会

援助計画Ƅ立ŘŽ

子śŴŠ安全ŠϿ保
判定要請

立入調査等通知

緊急性Š判断

・現状Ͽ認

援助

緊急性低い
緊急性低い

緊急性高い緊急性高い

こśŴ家庭相談ｾﾝﾀｰ 児童相談所(全国共通ƥƉǉǐ１８９)警 察

スクるǐカウンセラる（全校配置）
　児童生徒、保護者、教師ŠあŻゆŽ相談ŝ対応
小学校 中学校 計

57校 28校 85校
相談件数
小学生 中学生 保護者 教職員 そŠ他 計
4,369 2,436 1,787 6,604 327 15,523

スクるǐソるシǈǐワるカる（３名）
　関係機関Ś連携ŉ、児童生徒Ƅ取ż巻く環境問題ŝ対応

小学生 中学生 そŠ他 計
人数 36 48 2 86
回数 1,344 1,759 4 3,107

相談種別

不登校 虐待
家庭環

境
いŊų 発達障ľい そŠ他 計

人数 14 3 48 3 12 6 86
回数 759 53 1,615 9 521 150 3,107

いŊų法律相談ǀットラƉン

　毎月第２・第４水曜日　15時ĽŻ17時Űř
件数 ４件(2017年度実績)

　いŊų問題ŝついŘ、弁護士ľ法律的視点ĽŻ電話相談ŝ対応

通告š「義務」řあŽ

こŚƄ周知・啓発ŉŘ

いŽ

※2016年度ŝļけŽ児童虐待死77人

心中28人Ƅ除く虐待死š、０歳児ľ65.3％Ƅ占ų、

うち11人ľ生後24時間以内ŝ死亡

こŠたų、本事業へŠ取組š大変重要


